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「川崎市多文化共生社会推進指針（改定版）（案）」に関する 

パブリックコメント手続の実施結果について 

 
１ 概要 

本市は、外国人市民代表者会議条例の制定をはじめ、外国人市民を共にまちづくりを進めるかけが

えのない一員と考え、外国人市民を包摂した地域社会づくりを推進するなど、多様性のまちとして発

展してまいりました。2005（平成１７）年に外国人市民施策の基本理念となる基本方針として、国籍

や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、すべての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立し

た市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現をめざし、「人権の尊重」、「社会参加

の促進」、「自立に向けた支援」の３つの基本理念のもと、５つの施策推進の基本方向を示した「川崎

市多文化共生社会推進指針」を策定し、その後、2008（平成２０）年及び 2015（平成２７）年に改定

の上、施策を推進しています。 
 今回、これまでの取組状況や社会状況の変化等に対応するため、本指針の改定案を取りまとめ、市

民の皆様の御意見を募集いたしました。 
 その結果、２３通（意見総数６５件）の御意見をいただきましたので、その内容と市の考え方を次

のとおり公表します。 
 
２ 意見募集の概要 

題名 川崎市多文化共生社会推進指針（改定版）（案）に関する意見募集について 
意見の募集期間 令和５年１１月２７日（月）から令和５年１２月２７日（水）まで 
意見の提出方法 電子メール、ファクス、郵送、持参 
募集の周知方法 ・市政だより（令和５年１２月１日号掲載） 

・市ホームページ 
・かわさき情報プラザ（市役所本庁舎 2 階） 
・各区役所、各支所、出張所（閲覧コーナー） 
・各市民館、図書館（分館を含む）、川崎市国際交流センター 
・市民文化局市民生活部多文化共生推進課事務室 

結果の公表方法 ・市ホームページ 
・かわさき情報プラザ（市役所本庁舎 2 階） 
・各区役所、各支所、出張所（閲覧コーナー） 
・各市民館、図書館（分館を含む）、川崎市国際交流センター 
・市民文化局市民生活部多文化共生推進課事務室 

 
３ 結果の概要 

意見提出数（意見数）  ２３通（６５件） 
（内訳） 電子メール   ２３通（６５件） 

 ファクス    ０通（ ０件） 

 郵送    ０通（ ０件） 

 持参    ０通（ ０件） 
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４ 意見の内容と対応 

パブリックコメント手続では、「行政サービスの充実」の項目で外国人市民向けの相談体制や情

報提供の充実を求めるもの、「多文化共生教育の推進」の項目で学習支援の充実を求めるもの、「社

会参加の促進」や「共生社会の形成」の項目で外国人市民の社会参画や日本人市民との共生につい

ての意見などをいただきました。これらを踏まえ、「行政サービスの充実」の住宅の課題の表現につ

いて見直すとともに外国人住民人口の統計数値など必要な時点修正を行った上で、「川崎市多文化

共生社会推進指針（改定版）」を策定します。 
【御意見に対する対応区分】 

Ａ：御意見を踏まえ、案に反映させるもの 
Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

   Ｃ：今後の施策を進めていく上で参考とするもの 
   Ｄ：案に関する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明するもの 
   Ｅ：その他 

【御意見の件数と対応区分】 

具体的な御意見の内容と市の考え方については、次ページ以降を御参照ください。 

 項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

指針全般に関すること  ６  ３  ９ 

Ⅰ 指針の趣旨  

 １「多文化共生社会」の実現に向けて      ０ 

２ 本市の外国人市民の状況と施策の推移    １  １ 

３ 施策の推進体制       ０ 

４ 指針の改定について      ０ 

５ 指針の基本的な考え方      ０ 

Ⅱ 施策の具体的推進内容  

 
１ 行政サービスの充実 ２ ５ ４ １２  ２３ 

２ 多文化共生教育の推進  ５ ３ ６  １４ 

３ 社会参加の促進  ２ １ ７  １０ 

４ 共生社会の形成  １ １ ４  ６ 

５ 施策の推進体制の整備  １    １ 

その他    １  １ 

合計 ２ ２０ ９ ３４ ０ ６５ 
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方 

（１）指針全般に関する意見 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

 

外国人市民を共にまちづくりを進め

るかけがえのない一員と考え、外国人市

民を包摂した地域社会づくりを多様性

のまち川崎として推進するための指針

が、これまでの取組状況や課題、社会状

況の変化等を踏まえ改訂されることを

歓迎し、応援します。 

国籍や民族、文化の違いを豊かさと

して生かし、すべての人が互いに認め

合い、人権が尊重され、自立した市民

として共に暮らすことができる多文

化共生社会の実現に向け、本指針に基

づく施策を推進してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

２ 

指針全般にわたり、実態を把握した上

での、きめ細やかさが感じられ、川崎市

の外国人市民施策のレベルの高さを実

感した。前回改定で設定の重点課題が、

今回の改定までの期間で一定の進捗が

あり指針本体に組み込まれたことは画

期的だと思う。 

３ 

 

政府の SDGs 実施指針である「全ての

人の人権が尊重される、誰一人取り残さ

ない社会」の実現のために、外国人・外

国にルーツを持つ人々が地域の中で安

心して暮らせるよう、人権・労働基本権

の保障、保健医療サービスへの保障、教

育の機会均等など多文化共生社会への

転換を推進するために、「川崎市多文化

共生社会推進指針」に基づき、取り組み

を継続すること。 

４ 

多くの自治体の中でも、先進的に取り

組んできた川崎市の「外国人市民施策」

「多文化共生社会の推進」について、市

民をはじめ多くの人に取組を広くアピ

ールして、今後もさらに施策が進むよう

期待する。（同趣旨の意見他１件） 

５ 

 

日本社会の調和のとれた多様な状態

の維持に貢献すること、経験を積極的か

つ豊かに受け止める。ホスピタリティー

のある日本に住んでいることを実感す

る。（原文スペイン語からの抄訳） 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

６ 

川崎市地域日本語教育推進方針は多

文化共生社会推進指針の下に位置付け

られると考える。指針の関連資料一覧と

して体系図を作成し添付したほうが良

いのではないかと思います。 

 川崎市地域日本語教育方針は、本指

針の主に「Ⅱ 施策の具体的指針内

容」の「２ 多文化共生教育の推進」

に関連いたしますが、下位の位置付け

はしておりません。なお、川崎市地域

日本語教育推進方針の概要は参考資料

の P53 に掲載しております。 

Ｄ 

７ 

外国人市民は支援を受けるだけでは

なく、街のためや自分のため活躍できる

環境作りとして、具体的には外国人市民

の就職や起業に特化した支援でより良

い暮らしやすいまちづくりになればと

思います。 

 本市では外国人留学生向け合同企

業就職説明会などを実施しておりま

すが、外国人市民が地域の構成員とし

て自己の能力を十分に発揮しながら

様々な活動に参加できるよう施策を

推進してまいります。 

Ｄ 

８ 

概要版がとても分かりやすくまとめ

られているので、指針本体にも掲載する

とよいのではないか。 

改定の概要版については、指針改定

版の本編とともに、概要版として作成

したものを市のホームページ等に掲

載してまいります。 

Ｄ 

 

 

 

（２）Ⅰ指針の趣旨  

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

「外国人市民の状況」の２つのグラフ

は、前回指針のほうがわかりやすいので

見せ方を再度検討してほしい。 

前回（現行指針）の外国人住民人口

の推移グラフは、国籍・地域別内訳入

りの棒グラフですが、主な国籍・地域

の入れ替わりもみられ、その推移を示

すことが難しくなったことなどから

今回は国籍別の内訳は表示せず、総数

で作成しており、国籍・地域別外国人

住民人口の推移は参考資料のP56に掲

載しております。また、前回（現行指

針）の在留資格別比率は、円グラフで

示しましたが、今回は、前回指針改定

時の 2015（平成 27）年度からの推移

も示すため、棒グラフにより比較でき

るようにしています。 

Ｄ 
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（３）Ⅱ施策の具体的推進内容 １ 行政サービスの充実 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

 

住宅の〈課題〉に「近隣トラブルなど

の理由により」が追加されたことで、民

間賃貸住宅への入居差別がなくなって

いない現状は、不動産店等ではなく、外

国人市民側の問題と解釈できるので、課

題の書き換えをお願いします。（同趣旨

の意見他１件） 

日本語が十分理解できないことな

どによる近隣トラブルなどが入居を

断わる背景の一つとしてあるとのこ

とから改定案としましたが、入居差別

がなくなっていない現状がある中で

外国人市民側のみに問題があるかの

ような表現は、外国人市民全体に問題

があるとの印象を与え、それ自体が差

別を助長する恐れがあるため、御指摘

を踏まえ、本編 P18 の「１行政サービ

スの充実」「（６）住宅」〈課題〉の１文

目は、現行指針を変更することなく

「国籍や文化の違い、また、日本語が

不自由なためなどの理由から、民間賃

貸住宅への入居差別はなくなってい

ない現状があります。」とします。 

Ａ 

２ 

 

〈やさしい日本語〉の活用を進めるこ

とが社会への啓発につながるので、ぜひ

推進してほしい。 

外国人市民の存在を十分認識しな

がら業務を行っていくよう、市職員の

意識啓発に努めるとともに、〈やさし

い日本語〉の活用についても推進して

まいります。 

Ｂ 

３ 

 

外国人の情報提供及び相談窓口ワン

ストップセンターの相談件数は、年々増

えているため、さらに外国人市民が相談

しやすい環境を整備するとともに周知

を強化すること。 

国際交流センターに多文化共生総

合相談ワンストップセンターを設置

し、11言語で対応しております。また、

本年７月には外国人市民が集住する

市南部地域である市役所第３庁舎２

階にかわさき多文化共生プラザを整

備するなど、国際交流センターとも連

携し、様々な媒体を活用した周知広報

による認知度向上に取り組むととも

に、外国人相談支援体制の充実に向け

た取組を推進してまいります 

Ｂ 

４ 

 

日本語が十分理解できない外国人市

民も多くいますので、ワンストップでの

相談体制の整備が必要と考えます。 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

５ 

 

多言語による医療情報について、行政

機関が積極的に情報収集に努め医療機

関に積極的に広報する姿勢を支持しま

す。ホームページなどで広く公開し、支

援する市民や当事者にわかりやすい広

報も取り組んでください。 

多言語による医療機関検索サイト

や問診票等について御活用いただけ

るよう市ホームページに掲載してお

りますが、引き続き、多言語資料等の

情報収集や広報に努めてまいります。 

Ｂ 

６ 

在留管理制度の理解促進については

在留資格の専門家である行政書士を活

用してほしい。 

国際交流センターでは、行政書士に

よる外国人の在留資格などに関する

無料相談を行っています。引き続き、

在留管理制度への理解が促進される

よう外国人市民及び関係機関への周

知啓発に努めてまいります。 

Ｂ 

７ 

 

福祉・介護保険サービス提供者が言語

や生活習慣等の違いに配慮できるよう、

川崎市指定介護保険事業者等集団指導

講習会等で「多文化理解」「通訳・翻訳の

方法」「やさしい日本語」の説明を入れて

下さい。 

福祉・介護保険サービス提供者が言

語や生活習慣等の違いに配慮してサ

ービスを提供できるよう、御意見を参

考にしながら関係機関と連携し施策

の推進に努めてまいります。 

Ｃ 

８ 

 

情報提供・相談窓口の「ICT を活用し

つつ」とあり、「市内全区の区役所にタブ

レット型情報端末を活用したテレビ通

訳の導入・運用」を指しているものかと

思いますが、その「相談・通訳体制」が

あるにもかかわらず、その周知が十分で

はない。区ホームページでの紹介や窓口

等での看板を設けているのは一部の区

のみであるため、全区ホームページで案

内をする他、外国人の利用度が高い市民

課等で掲示してほしい。 

本市では、各区役所及び支所の窓口

にタブレット端末による機械通訳及

び TV 通訳システムを導入しており、

市ホームページで周知しております

が、効果的な周知方法等について検討

してまいります。 
 

Ｃ 



7 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

９ 

 

外国人夫婦の間に赤ちゃんが生まれ

た場合、出生届（日本の役所への届出）、

在留資格申請（入管）、本国への登録（大

使館での手続等）が必要になり、これら

が適切になされないと、公的サービスが

受けられなかったり、生まれながらにし

てオーバーステイになったり、本国で存

在しない子どもになってしまう。外国人

特有の手続が必要なことについての情

報発信が必要 

外国人市民の出産に伴う手続など、

在留管理制度の理解が進むように外

国人市民への更なる周知・啓発に取り

組んでまいります。 

Ｃ 

10 

 

災害時においてはパスポートや在留

カードの喪失、本国の家族との連絡な

ど、外国人特有の課題があるため、国等

と協力して外国人特有の情報発信を強

化しなければならない。 

災害時の外国人市民への情報提供

につきましては、災害時多言語支援セ

ンター等において外国人市民に対し

適切な情報提供が行われるよう努め

てまいります。 

Ｃ 

11 

 

通訳ボランティアの活用を促進し、市

内各地に拠点を複数設置し小中学校や

行政にもっと派遣してほしい。また、海

外から来日したばかりの小中学生への

初期対応としての母語支援などにも派

遣してはどうか。 

 国際交流協会の通訳ボランティア

については、区役所等での行政手続や

子育て、福祉等に関する相談等に派遣

しています。また、学校には、これま

で母語が話せる日本語指導等協力者

を派遣していましたが、2020（令和２）

年度から委託事業により日本語初期

支援員を必要な児童生徒に配置した

ほか、国際教室の設置や日本語指導巡

回非常勤講師を配置しています。今後

も内容の充実に努めてまいります。 

Ｄ 

12 

 

外国人高齢者と障害者の現状調査を

川崎市として行う他、ライフサイクル図

を作成し、いつどのような相談支援がで

きるか、そのサービスや社会資源をまと

めた図を作成してほしい。 

外国人市民が安心して生活できるよ

う現状把握に努めながら関係機関が連

携し、切れ目ない支援ができるよう取

組を推進してまいります。 

Ｄ 

13  

 

ライフステージの変わり目などで在

留資格を維持できなくなったり取得で

きなかったりするケースがある。そうし

た課題を整理し、どのような対策ができ

るかを検討する必要がある。 

在留資格に関わる外国人市民の課題

について、関係機関での情報共有を図

るとともに、適切な対策や支援がなさ

れるよう相談体制の充実に努めてまい

ります。 

Ｄ 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

14 

 

年金制度の外国人への説明の方法を

整備するとよい。加えて、専門家である

社会保険労務士を活用してはいかがか。

また、脱退一時金制度など制度の課題に

ついて国等への提言も必要ではないか。 

年金制度について、外国人市民の方

にとってもわかりやすい制度となる

よう、引き続き国に働きかけを行って

まいります。 

 

Ｄ 

15 

 

外国人の方々が抱える多様化・複雑化

した課題の解決に向けて、外国人支援コ

ーディネータ―の設置と専門機関との

連携・定期的な事例検討会の開催・機能

的な支援ネットワークの形成が必要で

ある。 

多文化共生総合相談ワンストップ

センターでは、外国人市民から寄せら

れる様々な相談に応じて適切な支援

につなぐため、日頃から関係機関と情

報交換等を行っております。新たに開

設するかわさき多文化共生プラザで

の相談窓口を含め、関係機関が連携し

ながら、効果的な施策が講じられるよ

う他都市の取組なども研究してまい

ります。 

Ｄ 

16 

指針についての資料にはルビが振っ

てあるが、外国人市民向けの資料のみに

ルビを振るのではなく、市政すべての資

料にルビを振らないと、川崎市全体で共

生に取り組んでいることにならないの

ではないか。 

本市では、1998（平成 10）年に「外

国人市民への広報のあり方に関する

考え方」を定め、外国人市民にかかわ

りのある情報については、できる限り

多言語で広報することが望ましいこ

と、日本語の広報資料では川崎市〈や

さしい日本語〉ガイドラインを参考に

平易で分かりやすい表現にするとと

もに、できる限り平仮名のルビを付け

ることが望まれるとしております。今

後も外国人市民に配慮した情報提供

に努めてまいります。 

Ｄ 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

17 

 

外国人市民へのオリエンテーション

の充実 
１外国人転入者が日本の生活習慣を理

解できるよう、「外国人情報窓口」のよう

な専門窓口を市役所に設置する。 
２不動産業者が日本の生活習慣を詳し

く説明する時間を設けるよう依頼する。 
３外国人雇用企業が日本の生活習慣を

詳しく説明するオリエンテーションを

開催するよう依頼する。 
４外国人雇用企業が、来日１か月後、半

年後などのスパンで、定期的に日本の生

活習慣を詳しく説明するオリエンテー

ションを、外国人従業員に実施するよう

依頼する。 

外国人転入者に対し、区役所で多文

化共生総合相談ワンストップセンタ

ーなど、外国人市民に役立つ資料等を

ウエルカムセットとして配布してい

るほか、市国際交流センターにおいて

外国人市民向けの生活オリエンテー

ションを実施しています。また、川崎

市居住支援協議会では民間賃宅住宅

へ入居するために必要な手続や、円滑

に暮らしていくためのルール・マナ

ー、困ったときの相談先などをまとめ

た外国人向け住まいのサポートブッ

クを作成し、ホームページで公開して

います。 

外国人雇用企業でのオリエンテー

ションについては各企業での取組と

して行われるものと考えております

が、事業者内研修の支援に努めてまい

ります。今後も日本に来て間もない外

国人市民への情報提供に努めてまい

ります。 

Ｄ 

18 

 

様々な事情により解雇等され、実習が

継続困難となった技能実習生､特定技能

外国人等が路頭に迷うことがないよう

に支援を行うこと。 

様々な事情により外国人市民が行

き場を失うことがないよう、情報提供

と相談体制の充実に努めるとともに、

必要に応じて国等に働きかけること

を検討します。 

Ｄ 

19 

 

法務省から在留期間満了の通知によ

る住民登録の消除を行う場合、在留期間

更新を希望する人には、入管事務所で期

間更新申請が必要なことを葉書などで

通知するよう取り組んでほしい。 

在留期間の更新を受けようとする

外国人は、法令省令で定める手続によ

り法務大臣に対し、在留期間の更新許

可申請を行う必要があります。在留資

格に関する手続については、出入国在

留管理庁のホームページを広報する

など、外国人市民への周知に努めてま

いります。 

Ｄ 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

20 

 

非正規滞在者に対して、在留資格の有

無を問わず提供される行政サービスが

あることを職員に周知し市民にもホー

ムページなどで広報してほしい。 

在留資格の有無を問わず提供され

る行政サービスがあることの情報提

供のあり方などについては、他都市の

事例なども踏まえ、研究してまいりま

す。 

Ｄ 

21 

 

住宅について、利用マナーや入居差別

解消についての課題は記述されている

ものの、「入居できない人への支援」が不

十分であるように思える。 
特に外国人ホームレスの課題が深刻

化している。在留資格のない人の住まい

の確保に向けた取組の検討や国や入管

庁への働きかけなどの文言を記載する

のはいかがか。 

非正規滞在など在留資格を持たな

い外国人については、当該国の大使館

等に相談してもらうことを基本とし

ておりますが、生活保護に準ずる取扱

いができる在留資格を持つ外国人に

ついては、自立支援センター等にて、

自立に受けた支援を行っています。 

非正規滞在者への対応や支援につ

いては、必要に応じて国等に働きかけ

ることを検討します。 

Ｄ 

22 

 

 

仮放免の状態にある人たちの実態把

握等を進めると共に、その実態を基に、

在留管理制度自体の改善に向けて、他の

自治体との連携、国への提言をしていく

ことを求める。 

仮放免者につきましては、仮放免の

際に行政サービスの内容について各

市町村に直接問合せする旨の「お知ら

せ」が手交されておりますので、多文

化共生総合相談ワンストップセンタ

ーなどにお問合せいただくことで、必

要な情報提供や相談に対応し、生活実

態の把握に努めてまいります。また、

手交される「お知らせ」は国における

一律様式となっており、各市町村の問

合せ先などの記載がないことから、記

載内容の充実については、国に要望等

を行ってまいります。 

Ｄ 

 

 

（４）Ⅱ施策の具体的推進内容 ２ 多文化共生教育の推進 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

川崎市外国人市民代表者会議で提言

した内容を追加されることに賛同する。

日本語指導が必要な児童生徒に対し生

活言語、学習言語の取得支援及び学習支

援が重要である。 

本編 P21 の「２ 多文化共生教育

の推進」「（１）就学の保障と学習支援

③」のとおり、日本語初期支援員の派

遣、及び、国際教室、日本語指導巡回

非常勤講師による日本語指導の充実

と改善に努めてまいります。 

Ｂ 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

２ 

 

外国につながる児童生徒へ受入れと

支援のために、教職員研修の充実をお願

いしたい。 

本編 P21 の「２ 多文化共生教育の

推進」「（１）違いを認め合う教育④」

のとおり、人権尊重教育・多文化共生

教育に関わる研修等において、外国に

つながりのある児童生徒の受入れと

支援についての研修を充実させてい

きます。 

Ｂ 

３ 

 

「教育に関わる相談の背景にある家庭、

生活等の複合的要因を意識して対応す

るよう努めます。」について、教育と福祉

の連携した対応がワンストップででき

る仕組みが望まれます。 

本編 P23 の「２ 多文化共生教育

の推進」「（４）家庭へのサポート」の

とおり、外国人保護者等の状況に配慮

した情報提供や支援に努めつつ、教育

と福祉の連携の視点に立った支援に

努めてまいります。 

Ｂ 

４ 

 

家庭へのサポートでは金銭的なサポ

ートとして、「川崎市就学援助制度」や奨

学金制度等の情報も積極的に伝わるよ

うに周知してほしい。 

本編 P23 の「２ 多文化共生教育

の推進」「（４）家庭へのサポート②」

のとおり、外国につながりのある家庭

に対しての支援を充実させ、教育の重

要性や学校生活等について、必要な情

報提供に努めてまいります。 

Ｂ 

５ 

 

教育相談体制の充実の中で、在留資格

の相談も含めてほしい。「家族滞在」の在

留資格の子どもは、高校を卒業して仕事

を見つけないと、「定住者」「特定活動」

といったフルタイムで就労可能な在留

資格への変更ができないといった課題

がある。 

市立高校における相談体制等を充

実させ、卒業後のキャリア形成等のた

めの支援を行うとともに、義務教育課

程終了後の生徒への切れ目のない継

続した指導・支援について関係機関と

連携・協力を図ってまいります。 

Ｂ 

６ 

 

外国人市民に対する日本の社会・制

度・文化の理解促進について、まじめな

講座では来る人が限られるので、楽しい

ことを入口にした柔らかい企画がいい

のではないか。 

市民館等で実施している識字・日本

語学級では、通常の日本語学習に加え

て、季節のイベントや日本の文化を学

ぶイベント等の交流活動も企画・実施

しております。多くの外国人市民に参

加いただけるよう、工夫しながら引き

続き取組を進めてまいります。 

Ｃ 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

７ 

 

外国につながる子どもの学習支援は、

関係職員だけでなく、実際に支援するボ

ランティア同士の交流をする機会を設

けてほしい。学習支援の仕方など情報共

有できればよりよい支援につながると

思う。 
 

学習支援におけるボランティアの

交流や研修については既存の識字・日

本語学習の地域日本語連絡会におけ

るボランティアの交流を継続すると

ともに、他分野においても、研修等の

様々な機会を捉えて交流が図られる

よう関係部署とも調整を行うなど、川

崎市地域日本語教育推進方針に基づ

く取組を進めていく際の参考とさせ

ていただきます。 

Ｃ 

８ 

 

義務教育終了後の生徒への切れ目の

ない指導・支援について、外国につなが

る若者の学びや社会参加を支える仕組

みや居場所の整備が必要である。 

市民館等で実施している識字・日本

語学級では、社会参加を促進するため

の学習支援として、基礎的日本語の学

習や交流イベント等を実施している

ところですが、今後も、こうした活動

を通じて、ボランティアや外国人市民

同士が地域の中でつながりをつくる

ことを大切にしながら、地域における

小さな多文化共生の場となるよう取

り組んでまいります。 

Ｃ 

９ 

 

教職員への研修等を通じて母語・母文

化についての認識を深め、家庭との連携

に努めますにあたっては、学識の講師以

外にも当事者から学ぶ研修が有意義で

ある。 

母語・母文化の尊重については重要

なことと認識しております。人権尊重

教育・多文化共生教育に関わる研修等

を通して教職員への理解を深め、家庭

との連携を深めてまいります。研修講

師については、各学校の実態やニーズ

を踏まえ、当該校や担当者に対して必

要な講師を選定しており、引き続き同

様の取組を進めることで教職員の母

語・母文化についての認識を深めてま

いります。 

Ｄ 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

10 

 

子どもが学校でつまずいているとこ

ろ（学習面、生活面など）について、学

校と地域の支援場所で連携した支援が

できれば子どもにとって有益になると

思う。外国につながる子どもの寺子屋の

ような支援場所がない区域への寺子屋

開設も必要だと思う。 

外国につながる児童生徒等に対し

て、学校生活への適応支援や、生活に

必要な日本語、学習に必要な日本語の

習得支援及び学習支援の充実を図る

ため、必要に応じて日本語指導初期支

援員を配置、また、国際教室の教員や

日本語指導巡回非常勤講師による指

導を行うなど、指導体制の強化・拡充

にも取り組んでまいります。外国につ

ながる子ども向けの寺子屋について

は、これまでの取組の検証やニーズ等

の変化を踏まえながら、引き続き検討

してまいります。 

Ｄ 

11 

 

マイノリティの方々が義務教育を受

ける環境が保障されることは素晴らし

い試みですが、一方で現場の負担が増加

することは明らかであり、この点をどの

ように解消されるかに具体的解決策が

明確に示されておりません。ICT を活用

すると至る箇所で記載がみられますが、

採用すれば問題が解消するわけではあ

りません。ICT をどのように利用してい

くのか、そのためのシステムをどのよう

に構築するのかという点を明確にされ

るべきです。現場を疲弊させないために

も、ICT を活用しての学習支援システム

の構築を教育委員会ではなく行政で行

うべきである。 

本市では国の「GIGA スクール構

想」に基づき、1 人 1 台端末の調達や

学校内の高速ネットワーク環境の整

備を進め、こうした ICT の活用を通

して、かわさき教育プランの基本理念

である「夢や希望を抱いて生きがいの

ある人生を送るための礎を築く」学び

を推進しているところです。 
また、近年オンライン用の日本語コ

ンテンツが多く提供されたり、タブレ

ット等による翻訳アプリの活用やテ

レビ通話による通訳支援など、様々な

ツールがあることから、そうしたもの

を活用しながら一人ひとりの状況に

応じた学習環境の整備に努めてまい

ります。 

Ｄ 

12 

 

国際教室、日本語指導巡回非常勤講師に

よる日本語指導等について、指導回数の

増や国際教室教員の増員が必要である。 

日本語初期支援員の派遣、及び、国

際教室、日本語指導巡回非常勤講師に

よる日本語指導につきましては、教員

及び講師の研修等を通し、指導の質的

な向上について、充実と改善に努めて

まいります。 

Ｄ 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

13 

 

「違いを認め合う」という視点に加え

て、「グローバル市民」という感覚をもつ

ような教育を行うことを提案します。外

国人だけでなく、日本人も世界や他国と

繋がっていることを感じることで、より

「多文化」であることのすばらしさ、「違

い」の意味・意義、同じ人間であること

等を理解できる。 

本指針にお示ししているように、文

化の多様性への理解や、民族的・文化

的アイデンティティと母語・母文化の

尊重に対する認識を高めて、違いを認

め尊重しあえる多文化共生教育を推

進してまいります。 
Ｄ 

14 

 

違いを認め合う教育について、違いを

認め合うだけでなく、共通するものを多

く持っていることへの気づきも促し、共

感の心がさらに育まれるとよい。 
 

 

 

 

（５）Ⅱ施策の具体的推進内容 ３ 社会参加の促進 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

 

外国人市民や市民グループ等が地域

の活動により参加しやすくなるような

環境の整備も必要です。 

本編 P25 の「３ 社会参加の促進」

「（２）地域における外国人市民等の

活動」のとおり、国際交流センター、

かわさき市民活動センター、かわさき

多文化共生プラザ等の周知を図り、利

用を促すなど、外国人市民等がより地

域活動に参加しやすくなるよう、努め

てまいります。 

Ｂ 

２ 

外国人市民代表者会議のオープン会

議だけでは交流が足りない。外国人市民

と日本人市民が一緒のコミュニティで

生活をしているという感覚を持った人

が少ない。もっと外国人市民と日本人市

民が一緒に体験するような、接点を増や

す取組をしてほしい。 

外国人市民代表者会議では市民祭

りなどのイベント等への参加を通じ

て市民と交流をしております。また、

国際交流センターではインターナシ

ョナルフェスティバルをはじめとし

た異文化交流の場などの取組を行っ

ております。引き続き、外国人市民と

日本人市民が共に参加できる取組に

ついて検討してまいります。 

Ｃ 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

３ 

 

市政参加における、地方参政権の実現

のための働きかけは、引き続き検討する

べきだと思います。引き続き、当指針で

地方参政権について考える姿勢を示す

ことに賛成します。 

外国人市民の地方参政権につきま

しては、専ら国の立法政策に関わる事

柄であると考えておりますが、様々な

考えや意見があることなどを踏まえ、

国の動向等を注視している状況です。

今後、国において様々な議論等が進ん

だ場合は、必要に応じて他自治体とも

連携し、国に働きかけることを検討し

てまいります。 
 
 

Ｂ 

４ 

 

地方参政権の実現について、川崎市議

会でこの記述について問題視、削除や文

章変更をすべきではないかという議論

が行われましたが、この求めに応じて安

易に文言変更・ならびに削除を行うべき

ではないと考えます。これまで川崎市が

何十年と積み重ねてきた外国人市民と

の共生の試行錯誤の歴史を踏まえた上

での意見とは感じられません。 

外国人市民の地方参政権につきま

しては、専ら国の立法政策に関わる事

柄であると考えておりますが、様々な

考えや意見があることなどを踏まえ、

国の動向等を注視している状況です。

今後、国において様々な議論等が進ん

だ場合は、必要に応じて他自治体とも

連携し、国に働きかけることを検討し

てまいります。 

Ｄ 

 ５ 

 

「地方参政権の実現については、他の

自治体と連携しながら国に働きかける

ことを検討します。」は、多文化共生指針

策定当初からあるもので、更には 1994
年に川崎市議会が採択した「定住外国人

の地方参政権の確立に関する意見書」

や、外国人市民代表者会議の提言もされ

ている課題ですので、他の自治体と連携

しながら国への働きかけを前向きに検

討し推進してください。 

６ 

 

地域社会の自治の担い手として外国

人市民を位置づけ、地方参政権付与の声

を国に届けてほしい。国内の偏狭な議論

にとらわれず、世界の動向を啓発してく

ださい。 
７ 

 

ほかの項目はよいが、参政権に反対で

ある。 



16 
 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

８ 

 

「社会参加の促進」に含まれる「地方

参政権の実現については、他の自治体と

連携しながら国に働きかけることを検

討します。」は川崎市が外国人地方参政

権の実現を目指すことを表明している

ことと理解したが、そうだとすると、こ

の内容については、1990 年代前半に盛

り込んだものとの報道があるが、第一に

当時と国際・国内情勢が変わっており、

第二に当時の市が有権者と十分話した

形跡もない。第三に地方参政権を是とす

る当然の法理は存在しない。本計画にお

いて「地方参政権の実現については、検

討しない」と明記するか、不要な誤解や

諍いを防ぐため、表現を削除すべきでは

ないか。 

本指針の策定に当たっては、2003

（平成 15）年に指針策定の考え方を、

2004（平成 16）年に指針骨子案を公表

し、市民の皆様からの意見を反映させ

る機会を設け、市民、学識経験者等か

ら様々な御意見をいただき策定いた

しました。 
外国人市民の地方参政権につきま

しては、専ら国の立法政策に関わる事

柄であると考えておりますが、様々な

考えや意見があることなどを踏まえ、

国の動向等を注視している状況です。

今後、国において様々な議論等が進ん

だ場合は、必要に応じて他自治体とも

連携し、国に働きかけることを検討し

てまいります。 

Ｄ 

９ 

より多くの外国人市民が加われる市

政の手段として、「請願・陳情」について

の多言語案内、広報、啓発に努める記載

を本項目に追加するとよいのではない

か。 

制度の案内等について、他の各種制

度の周知方法等と併せて検討してま

いります。 Ｄ 

10 

日本人市民と外国人市民が隣近所で

関わる機会をつくりつつ、双方が生活し

やすいまちづくりを担う「コーディネー

ター」を、地域社会の実情が把握しやす

い「市民館」の職員として配置すること

を提案します。一斉に始めることが難し

いと考えます。そこで、まずは外国人市

民が多く住んでいる地域を、「多文化共

生モデル地区」に設定するとよい。 

外国人市民等が地域社会の構成員

として、より地域活動に参加しやすく

なるよう、国際交流センター、かわさ

き市民活動センター、かわさき多文化

共生プラザ等の周知を図り、利用を促

すとともに、市民館におきましては、

外国人市民等を含む全ての市民の生

涯学習の拠点として、集い、学び、活

動する場の提供を通して、地域におけ

るつながりづくりを推進してまいり

ます。 

Ｄ 
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（６）Ⅱ施策の具体的推進内容 ４ 共生社会の形成 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

 

市民の自主的な活動や居場所づくり

に向けた環境を整備することで、地域で

の外国人市民と日本人市民が共に活動

する多文化共生社会の形成を支援する

ことも不可欠だと思っております。多文

化共生社会の実現に向けて着実に前進

できるよう応援しております。 

地域における多文化共生社会の形

成にあたっては地域活動や外国人市

民の支援に既に取り組んでいる関係

機関との連携を図りながら効果的な

施策を講じられるよう努めてまいり

ます。 

Ｂ 

２ 

 

国際交流センターにある多文化共生

社会総合相談ワンストップセンターの

相談情報を市職員等に共有し、現場の状

況への理解を深めてほしい。 

多文化共生総合相談ワンストップ

センターにおける相談情報について

は、言語別・相談内容別など相談件数

等の相談実績について、庁内会議での

情報提供を行い、共有を図っていると

ころですが、庁内における認知度向上

に向けた取組を含め、今後とも引き続

き取り組んでまいります。 

Ｃ 

 

３ 

 

「地域における多文化共生社会の形

成」にある「市内各地域において多様な

担い手を見出し、育てていく」、「市民の

自主的な活動や居場所づくりに向けた

環境を整備する」については、補助金等

の拠出もお願いしたいが、コーディネー

ター機能等が重要である。 

外国人市民と日本人市民が地域に

おいて共に活動するための活動や居

場所づくりへの具体的な支援策につ

いては、関係機関と連携しながら検討

してまいります。 

Ｄ 

４ 

 

事業者が労働法令や入管法令を遵守

した形で雇用することは、多文化共生社

会を実現するうえで、最低限のベースで

あるため、情報提供だけでなく、状況を

確認し、指導をするところまで踏み込め

ないかと思います。そのためには経済労

働局や専門家との連携も検討してほし

い。 

多文化共生社会推進の主体である

との認識を持っていただけるよう、事

業者に対して広報・啓発に努めてまい

ります。また、本市で毎年実施してい

る労働状況実態調査の結果等を踏ま

え、関係局と連携し、対応について検

討してまいります。 

Ｄ 

５ 

 

市職員の国籍を理由とした任用制限

を見直してほしい。 
市職員の採用や任用のあり方につ

いては、他の自治体と連携しながら検

討するとともに、多文化共生社会の形

成に向け、会計年度任用職員等につい

ても外国人市民の採用に努めてまい

ります。 

Ｄ 
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№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

６ 

 

新しく設置される「多文化共生プラ

ザ」と「国際交流センター」の役割の違

い、そしてどのように連携をされるのか

について教えてほしい。 

多文化共生総合相談ワンストップ

センターは本市における「外国人市

民の相談支援拠点」であり、11言語

の相談員を配置し、外国人市民が生

活する上で必要な情報を提供し、さ

まざまな分野にわたる相談を行うと

ともに、関係機関と連携を図りなが

ら対応しています。 

また、かわさき多文化共生プラザ

は、市内外国人市民が集住する市南

部地域において、気軽に対面での生

活相談ができる新たな拠点として、

６言語の相談員を配置する予定とな

っています。対応言語数にも限りが

あることから複雑化・多様化する相

談支援ニーズに対応していくため、

ワンストップセンターと多文化共生

プラザが連携しながら、相談員のス

キル向上・ノウハウの集積を行うと

ともに、外国人相談支援体制の充実

に向けた取り組みを推進してまいり

ます。 

Ｄ 

 

 

（７）Ⅱ施策の具体的推進内容 ５ 施策の推進体制の整備 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

「施策推進の地域拠点づくり」は、外

国人市民代表者会議でも提言されてい

るが、今回の改定で「多文化共生プラザ」

として実現していることを評価する。 

外国人市民が多く住む市南部地域

での新たな拠点として整備する「かわ

さき多文化共生プラザ」においては、

身近な場所での生活相談や情報提供・

情報発信のほか、「場」としての機能

や役割として居場所づくりや外国人

市民代表者会議からの提言を踏まえ

ながら、外国人相談支援体制の充実に

向けた取組を推進してまいります。 

Ｂ 
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（８）その他 

№ 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

日本語が話せない外国人市民にも市

の取組が届いているようならば、日本語

のできる人にも機能しているはずであ

る。 

本指針に基づく多文化共生施策を

進め、外国人市民をはじめ、より多く

の方々に、本市の取組を知っていただ

けるよう、着実に推進してまいりま

す。 

Ｄ 
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市民意見等を踏まえた指針の修正事項 

 
パブリックコメント手続でのＡ区分のほか、外国人住民人口の時点修正や巻末に参考資料を添付

するなどの整理を行いました。 
※下線は修正箇所 

 
本編 
頁番

号 
修正内容〔修正後〕 〔修正前〕 

３ 
・ 
４ 

（１）外国人市民の状況 
 外国人住民人口及び本市に占める割合、

「在留資格別人口と構成比」のグラフを

令和５年１２月末日の統計値に更新 

 

１８ （６）住宅 
＜課題＞ 
国籍や文化の違い、また日本語が不自由な

ためなどの理由から、民間賃貸住宅への入

居差別はなくなっていない現状がありま

す。 

（６）住宅 
＜課題＞ 

国籍や文化の違い、また、日本語を十分

に理解できないことによる近隣トラブル

などの理由により、民間賃貸住宅への入

居差別はなくなっていない現状がありま

す。 

 
３１ 
～ 
６９ 

 

参考資料を追加 
１ 指針策定の経過             
２ 施策の推進に関わる有識者会議等  

３ 外国人市民施策に関わる条例等 
４ 本市の外国人住民人口 

５ 川崎市外国人市民意識実態調査結果

（抜粋） 

６ 用語解説（五十音順）  

 

 
※その他、用語・用字の修正など、所要の整備を行っています。 
 
 


